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図5: 北米のアライアンスグループ別ライトビークル生産台数  単位 : 百万台 

2011年、在米日系企業に求められる 
IFRS対応

2011年は、国際財務報告基準（IFRS）とそのアドプ

ションを検討する日米にとって節目の年となる。IFRS

に対する認識は、日本基準を利用する多くの日本企業に

とっても、日本基準と IFRSとの差異を解消するプロジェ

クト（コンバージェンス）の影響を既に受けていること、

そして、IFRSが日本の上場企業に適用される（アドプ

ション）可能性があることから在米日系企業への影響も

不可避である。

なぜ2011年は IFRSが注目されるのか
米国財務会計基準審議会（FASB）と IFRSの作成機構

である国際会計基準審議会（IASB）との間で進行してい

る米国会計基準と IFRSの重要な相違点を解消するコン

バージェンスの主要なプロジェクト（金融商品、収益認

識、リース会計等）が2011年6月から年末にかけて完

了し、新基準が公表される予定である。また、日本の企

業会計基準委員会と IASBとの間で進行する日本基準と

IFRSとのコンバージェンスのプロジェクトのうち、中

期目標とされている項目（過年度遡及修正、非継続事業

等）も2011年6月末までに完了し、新基準が公表され

る予定である。コンバージェンスの成果となる新基準の

公表を受け、2011年から各企業は新基準の対応に着手

することになる。

そして、米国証券取引委員会（SEC）は2010年2月に

示した作業計画に従って、2010年10月にその進捗報

告を行った。当該進捗報告では、FASBと IASBの重要

なプロジェクトが道半ばにあり、SECが取り上げる課題

の分析が完了していないことから、今後の方向性は示さ

れていないが、作業計画に従って予定通りに進捗してい

ることは明らかにした。また、米国基準が IFRSを取り

込む方法、時期、範囲について2011年中により明確な

方向性を示すことも述べた。この方向性は、2012年に

予定される日本の上場企業の IFRSの強制適用の有無と

その時期の決定に少なからぬ影響を与えることになる。

FASBと IASBのコンバージェンス・ 

プロジェクトの動向
IASBとFASBは2006年2月に締結した覚書を更新し

ながら会計基準の大幅な改訂作業を進めており、2011年 

中の主要なプロジェクトの完了を目指している（表1）。

この計画に含まれる項目の多くは一般的な事業会社が

日常利用している会計基準であり、内容に変更があれば

各企業の会計処理を変更する可能性が高い項目である。

例えば、収益認識基準については、契約に基づき履行義

務が遂行された（財及びサービスの支配が顧客に移転し

た）時点で収益を認識するという考え方が2010年6月

に公表された公開草案「顧客の契約から生じる収益」に導

入されている。複雑な要素を含まない物品販売に重要な

影響はないとされているが、新たな概念導入による実務

適用の影響は慎重に検討する必要がある。また、リース

会計も、2010年8月に公表された公開草案「リース」に

基づき現在も両審議会での協議が継続している。この審

議の中で、貸手の会計処理では、リース費用の認識方法

をファイナンス目的のリース（融資による購入と同様契

約期間の前半に多くのリース料を認識する方法）とそれ

以外のリース（従来のオペレーティングリースと同様、

定額のリース料を認識する方法）に分けたものの、いず

れの場合も、原則として貸借対照表上計上することが暫

定的に決定されている。

在米日系企業に求められる対応
IFRSの導入プロジェクトは、適用する会計基準を変

更するという財務諸表上だけで終わるものではない。日

本の親会社の会計方針が、日本基準から IFRSへ変更す

るということは、移行後のグループの会計方針を世界中

のグループ会社が一貫して適用するということである。

これに伴い、連結グループ報告向けのマニュアルや報告

当地日系企業の経営課題

税務・財務  執筆者 :  久保　康   プライスウォーターハウスクーパース

プライスウォーターハウスクーパース
One N. Wacker Dr., Chicago, IL 60606
Tel: （312） 298-2477・Fax: （813） 281-6547 
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用パッケージの変更は必要になり、関連する財務報告手

続や業務プロセスは見直され、関連する必要な内部統制

も変わるかもしれない。財務数値に影響がある場合に

は、業績評価の指標や契約条項の見直しも必要かもしれ

ない。現在適用している基準から IFRSへの移行の影響

の大きさによって、対応に必要な作業量や期間は異なる。

コンバージェンスによる新基準への対応も見逃せない。

アドプションの決定をただ待っていることは最良の策に

はならないであろう。以下に、2011年に在米日系企業

に求められる対応を説明する。

IFRSへの移行は、親会社主導のプロジェクトであり、

明確な指針や方針、計画が示されないと進めることは難

しい。しかし、多くの日本の親会社は日本基準を適用し

ている。このため、在米日系企業が親会社と異なる米国

基準を適用している場合には、日本の親会社が近い将

来主要な米国基準の変更による影響や、米国基準から

IFRSに変更したときの影響を正確に把握･理解するこ

とは難しい。この環境で必要な対応は、現在進行中の主

要な米国基準の変更の影響と将来の IFRSへの移行の影

響の2つのステップを考慮した影響分析である。米国新

基準変更時及び IFRSへの移行の影響の大きさをそれぞ

れ評価し、重要な影響が出る可能性のある項目を把握す

ることにより、潜在的な問題点、プロジェクトに必要な

リソースや時間、業務プロセスやシステム等への影響も

把握でき、在米日系企業内の計画策定だけではなく、親

会社の将来のプロジェクト計画策定のベースとして利用

できるだろう。

IFRSに基づく企業グループの会計方針は、企業グルー

プの経済的取引に対する考え方が盛り込まれることにな

る。親会社を中心に、企業グループ内の経済的取引の実

態を把握し、IFRSに準拠した適切な方針をグループの

会計方針及びマニュアルに反映していくことになる。移

行後は、グループ全体で一貫して同一の方針に従った会

計処理を行うことになる。これまで、日本基準、米国基

準、もしくは、IFRSに基づきグループ会社の財務諸表

が作成されることが容認される柔軟性の高い日本基準を

適用してきた企業グループにとって、これは大きな挑戦

となる。これを克服するためには、親会社とのコミュニュ

ケーションを促進させ、在米日系企業における取引や経

済事象、移行の影響や問題点などをタイムリーに的確に

伝え、将来適用するグループの方針が在米日系企業では

適合しない方針にならないように親会社のプロジェクト

に積極的に関与し協同していくことも必要だろう。

在米日系企業が、米国基準を適用している場合に、コ

ンバージェンスの成果として公表される主要な米国新基

準の影響を受けることになる。その先に親会社によるグ

ループ全体での IFRSへの移行も考えられる。現時点で

利用している重要な会計方針に関連した米国基準の変更

が予定されている場合には、その変更の内容、そして、

変更後の新米国基準と IFRSとの差異の内容という2つ

のポイントを把握し、重要なポイントだけでも確認する

ことをお勧めしたい。なお、影響分析が行われていれば、

この結果に基づいて重要な項目を中心に学ぶということ

もできるだろう。

日米共に最終的な IFRSのアドプションの有無や時期

は未確定ではあるものの、日本では既に2010年3月よ

り特定の企業の早期適用は容認されており、今後、日本

で早期適用する企業数は増えていくことが予想される。

また、強制適用を見据えて準備を開始する企業も増え

ており、コンバージェンスによる新基準の影響も含め、

IFRSは、在米日系企業にとっても無視できない2011

年の経営課題の一つとなるであろう。

表1: FASBと IASBの主要コンバージェンス・プロジェクト 11年4月11日現在

共同順位の高い共同コンバージェンス・プロジェクト
FASB IASB

2011 2012 2011

金属商品 : 

分類＆測定 F （＊）

減損 F F

ヘッジ（ポートフォリオ・ヘッジを除く） TBD F

相殺 F F

収益認識 F F

リース F F

保険 ED F F

F＝最終基準； ED＝公開草案； TBD＝未定

* IASBは、IFRS 9号「金融商品」の一部として分類および測定のガイダンスを最終基準として公表化した。しかし、IASBは2011年

第3四半期に分類および測定に関するFASBの最終的な結論を公表し、関係者からの意見を求める予定である。

当
地
日
系
企
業
の
経
営
課
題
̶ 

税
務
・
財
務

48



契約社会における大災害のインパクト

東日本大震災の2週間後、シカゴで大規模なセミナーが

開催された。モーニングスター社、GE、GM、バンクオブ 

アメリカ等をはじめとする大企業のトップを集めたこの

会合では、世界のサプライチェーンがビジネスの根幹と

なっている今日、大震災、津波などの天災、又はエジプ

ト等で起きた政情動乱、或いはテロなどが勃発した場合

を想定し、各企業の危機管理について討議が白熱した。

契約社会といわれるアメリカでは、日本の契約では言及 

しない状況までを予想し、細かな条項を契約上に定める。 

アメリカの契約書では、合弁契約にしても、両者が合弁

を解消する想定で細かい解約条件が定められているが、

日本人としては、これから共に事業を行う相手なのに、

なぜ別れる場合に重点を置いた契約なのか、と心情的に

も理解に苦しむ。アメリカの契約は最悪を常に想定し、

それを全て前もって取り決めておくというのが基本姿勢

であるのに対して、日本人は最悪の事態が発生しても両

者で協議すれば何とかなる、という意識が今でも強い。

日本では近年改善されたとはいえ「紛争、異議が生じた

場合は誠意をもって両者で協議する」という条文がいま

だに多く使われている。今回の震災を機に、日本企業も

「全くの想定外の状況」を想定し、その上での契約上の危

機対策を考えるべきといえるだろう。

アップル社のヒット商品 iPadは、心臓部となる

NAND型フラッシュメモリをはじめ、多くの部品が日

本から提供されている。大震災は、供給不足と価格上昇

をもたらし、アップルの収益に大きく影響する、という

情報が世界中を駆け巡ったが、アップル社は仕入先を分

散するなどリスク回避に努め、震災によるダメージは伝

えられていない。

その一方、自動車産業では、日本の部品生産工場が災

害で機能しなくなった時点で、世界中の自動車最終組立

工場、Tier 1、 Tier 2の全てにドミノ式の連鎖反応が及ん

だ。工場は閉鎖し、回復しかけたビジネスも、これで大

きな後退となった企業は中西部だけでもおびただしい数

にのぼる。極端な例ではアメリカから電線やモーターな

どの資材を日本に空輸し、膨大な経費をかけて、何とか

機械を仕上げている会社もあった。日本での大震災は、

漸く明るい兆しも見え始めたアメリカの自動車産業全体

を脅かしたのである。

予想不可能と報道された未曾有の大災害に、世界中で

義援金が集められ、温かな支援の手が差し伸べられたが、

契約上の「不可抗力」において、ビジネスはどこまで寛容

に保護されるものなのだろうか。契約社会のアメリカで

は今回のような不可抗力に、どの程度まで契約履行免除

を許してくれているのだろう。今回は、「不可抗力条項」

を紹介し、特にイリノイの過去の判例を基に契約上の危

機管理を説明したい。

アメリカの契約上の「不可抗力」
従来アメリカでも不可抗力に関する契約条文には何 

種類かの雛形があり、標準的な事象がカバーされている。

唯一、9.11の同時テロ後、テロ活動に関する不可抗力

の範囲がより詳細に記載された歴史がある。この度の大

震災で、過去何年も前に調印され、その後一度も見返さ

れたことのない契約書を引っ張り出し、企業担当者が改

めて不可抗力条項を精査したであろうことは想像に難く

ない。

では、イリノイにある企業が、供給義務を持つ側とし

て契約の当事者となっていた場合、日本で起った災害は、

その企業の供給義務を免除するのだろうか?

アメリカの契約の平均的な解釈として、「不可抗力」と

は、両当事者が契約遂行に最善を尽くしたにも関わら

ず、当事者にはコントロールし得ない理由によって、契

約の履行が不可能になる状況をいう。即ち、契約当事者

が天災、テロ、その他の免れ得ない災害等によって履行

不可能となった場合、或いは、個人が当事者となってい

る契約の場合では、その個人に発生する事故、死亡等も

「不可抗力」に想定している。しかし、当事者だけでな

く、海外のサプライヤーに発生する不可抗力、及びそれ

によって発生する原料、材料の調達不可までを想定して

いるものは少ない。また、交渉の段階では、当事者以外

のサプライ側の広範囲な不可抗力を認めたがらないのも

現実である。

法務  執筆者 :  山本　真理   バーンズ&ソーンバーグ法律事務所

バーンズ &ソーンバーグ法律事務所
One North Wacker Dr., Suite 4400, Chicago, IL 60606
Tel: （312） 214-8335・Fax: （312） 759-5646・www.btlaw.com

中西部最大級の総合法律事務所より、米国への企業進出からビザ取得、労働雇用関連、知財保護、環境
法準拠、破産と債権回収など、幅広い分野の法務サービスを日本語できめ細かく提供いたします。

49Japanese Chamber of Commerce and Industry of Chicago

当
地
日
系
企
業
の
経
営
課
題
̶ 

法
務



不可抗力にまつわる判例
「不可抗力」を巡る過去の契約に関する紛争を扱った

イリノイの訴訟から、判例のいくつかを見てみよう。

– 契約がもたらす経済的なロスは「不可抗力」ではない

予想不可能な市場の暴落によって経済状況が悪化し、

契約を履行出来ないことは不可抗力として認められるか

が争われたケースでは、裁判所は、契約が経済的なロ

スをもたらすという理由では履行義務を免除されるもの

ではないとし、条項自体の強制力を否定した裁定を下し

ている。有名な過去の例では、ドナルド・トランプが、

リーマンショック後に契約履行できず不可抗力条項を発 

動し、敗訴した訴訟事件もある。

– 政府の命令は不可抗力

ベトナム戦争時、航空機メーカーのダグラス社が、契

約で取り決めた量の航空機を期限内に納入できず、民間

会社がダグラス社を訴えた事件では、この際の期限遅延

は政府による軍用機製造の優先命令によるもので、民間 

用航空機の供給が逼迫した事実は「不可抗力」とされ、ダグ 

ラス社の契約不履行は裁判所に認められた。

– 港湾の凍結による契約不履行は不可抗力ではない

予想外の港湾凍結によって出荷が不可能となったロシ

アの軌道メーカーが、アメリカの軌道商社RMIに契約不

履行を訴えられた事件では、港湾の凍結日以外の出港で

期限内の納品が可能であるとして、不可抗力を認められ

なかった。

今回の日本の震災、またはそれに類似するような判例

は、これまでイリノイの裁判所では無かったが、今後サ

プライチェーンに対する悪影響が長引けば、新たな訴訟

案件も出てくるものと推測される。

不可抗力条項に関する注意点と危機対策
不可抗力条項を発動するためには、まず相手側への迅

速な文書での通知が必要となる。また、万一、日本のサプ

ライヤーに生じた災害を不可抗力として契約書に明記し

ていない場合であっても、「自社の供給責任を果たせない

のは不可抗力」であることを、先手を打ち、文書で通知し

ておけば、先方も供給義務を一時的に免除するマインドで

動いてくれる。早期の正式な通知を怠り、担当者レベルで

の調整を続けていると、顧客側から知らないうちに契約不

履行宣言をされてしまうことがあるので是非留意したい。

迅速な通知は、不可抗力条項を発動させるためだけでな

く、相手側の協力体制を望む意味でも重要である。

また、不可抗力条項を正式に発動すると、契約の相手

側に損害を最小に抑えるMitigationという義務が発生し、

顧客側にも損害を抑える努力責任が課されることも知っ

ておきたい。例えば、モーター Aは震災で調達できない

が、モーター Bであれば、代替として調達できる、とい

う状況の場合、最終製品の性能保証は、モーター B使用

により不可能である旨に例外的に合意してもらう、など 

が考えられる。これも、両者が被害を最小限に抑えるべく、 

先手を打つ戦略である。

利益保険（Business Interruption Policy）という事業一時

停止に関する保険をかけている企業は多いが、その存在

を知らずに保険会社にクレームを提出しない会社もかな

りあるようである。非常時に陥る以前に、保険内容を再

度確認し、また、環境、状況の変化に伴って、契約書と

併せて、保険の精査をこの機会にリスク対策の一環とし

て補強すべきである。

まとめ
今回の震災では、日本企業の「想定できないリスク」に

対する甘さが国内外から批判されたが、契約先進国であ

るアメリカで事業を営む現地企業は、これを機会に「不

可抗力条項」の再考に本気で取り組み、会社の非常時対

策を確立されたい。
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基本指標

中西部12州は、北米大陸のほぼ中央に位置し、面積、人口、域内総生産でそれぞれ全米の約2割を占めている。

表1: 面積（含む水域）  00年、単位 : 千km2

全米 12州計 IL IN MI OH WI IA KS MN MO NE ND SD

9,827 2,129 150 94 251 116 170 146 213 225 181 200 183 200

全米シェア - 21 .7% 1.5% 1.0% 2.6% 1.2% 1.7% 1.5% 2.2% 2.3% 1.8% 2.0% 1.9% 2.0%

順位 - - 25 38 11 34 23 26 15 12 21 16 19 17

出典 : 商務省 「U.S. Census Bureau」

表2: 人口 10年7月1日現在推計、単位 : 千人

全米 12州計 IL IN MI OH WI IA KS MN MO NE ND SD

309,051 66,973 12,944 6,445 9,931 11,532 5,669 3,023 2,841 5,290 6,012 1,811 654 820

全米シェア - 21 .7% 4.2% 2.1% 3.2% 3.7% 1.8% 1.0% 0.9% 1.7% 1.9% 0.6% 0.2% 0.3%

順位 - - 5 16 8 7 20 30 33 21 18 38 48 46

出典 : 商務省 「U.S. Census Bureau」

表3: GDP 名目、 09年、単位 : 億ドル

全米 12州計 IL IN MI OH WI IA KS MN MO NE ND SD

140,277 28,539 6,211 2,575 3,611 4,660 2,391 1,363 1,234 2,576 2,367 846 316 388

構成比 - 20 .3% 4.4% 1.8% 2.6% 3.3% 1.7% 4.8% 0.9% 1.8% 1.7% 0.6% 0.2% 0.3%

順位 - - 5 17 13 8 21 30 32 16 22 36 49 46

出典 : 商務省 「Bureau of Economic Analysis」

表4: 1人当たり個人所得 10年、単位 : ドル

全米 IL IN MI OH WI IA KS MN MO NE ND SD

40,584 43,159 34,943 35,597 36,395 38,432 38,281 39,737 42,843 36,979 39,557 40,596 38,865

順位 - 11 41 36 34 27 28 21 13 32 22 18 25

出典 : 商務省 「Bureau of Economic Analysis」

表5: 失業率 単位 : %

　 全米 IL IN MI OH WI IA KS MN MO NE ND SD

2008 5.8 6 .4 5 .9 8 .3 6 .6 4 .9 4 .3 4 .5 5 .4 6 .1 3 .2 3 .1 3 .1

2009 9.3 10.0 10.4 13.3 10.1 8 .7 5 .6 7 .1 8 .1 9 .3 4 .8 4 .3 5 .0

2010 9.6 10.3 10.2 12.5 10.1 8 .3 6 .1 7 .0 7 .3 9 .6 4 .7 3 .9 4 .8

　　　順位 - 40 38 49 37 21 4 9 13 33 2 1 3

出典 : 労働省 ｢Bureau of Labor Statistics｣

中西部の社会・経済指標
経済関連  執筆者 :  御村　吉伸  在シカゴ日本国総領事館

在シカゴ日本国総領事館
Olympia Centre, Suite 1100, 737 N. Michigan Ave., Chicago, IL 60611
Tel: （312） 280-0400・Fax: （312） 280-9568・www.chicago.us.emb-japan.go.jp・ryoji@japancc.org
広報文化センター
Olympia Centre, Suite 1000, 737 N. Michigan Ave., Chicago, IL 60611
Tel: （312） 280-0430・Fax: （312） 280-6883

在留届 : 海外で日本人が思わぬ災害や事件・事故に巻き込まれるケースが増えています。シカゴ総領
事館管内に3ヶ月以上滞在される方は、在留届を忘れずに届出して下さい（用紙はHPでdownload可）
（ご希望の方には緊急情報e-mailサービスを提供）。
在外選挙人登録 : 海外にお住まいの日本人の方も日本の国政選挙で投票出来ます。在外選挙人証をお
持ちでない方はお早めに登録申請願います（当館窓口又は領事出張サービスでも登録可）。
その他業務 : 各種証明、戸籍・国籍に関する各種届出、旅券事務、日系企業支援、日本関連広報活動、
中西部の経済情報・安全情報・文化行事情報提供等。
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在留邦人数
中西部12州の在留邦人数については、近年増加のスピードが緩やかになってきており、減少に転じている州もある。

表6:在留邦人数の推移 単位 :人

IL IN MI OH WI IA KS MN MO NE ND SD

1970 1,516 221 1 ,239 1 ,141 118 129 137 132 354 120 13 25 

1980 2,513 381 1 ,980 1 ,380 209 178 202 259 459 154 15 35 

1990 4,443 771 6 ,184 5 ,323 406 252 301 486 641 238 34 46 

2000 13,370 4 ,110 7 ,277 6 ,712 1 ,601 714 869 2 ,064 1 ,704 612 105 140 

2005 13,160 3,970 10,176 7,521 1,572 891 962 2 ,039 1,959 1,089 98 147 

2010 13,286 5,012 10,017 7,934 1,917 1,088 1,134 2,735 2,299 1,295 144 207 

出典 : シカゴ総領事館、デトロイト総領事館調べ　　注 : 1970年の欄のMI、OHのデータは、1969年の数値。

産業構造

各州の産業構造は、製造業の割合が高い州が目立つ。また、農林水産業の割合が高い州も多い。12州のＧＤＰ（名目、

2008年）は製造業全体で全米の約3割を占め、特に、自動車関連では約6割、粗鋼、機械、電気機器では4〜5割を占める。

　　　　　　　
表7: 各州の主な産業構造（GDP） 名目GDP、08年、単位 :億ドル

全米 IL IN MI OH WI IA KS MN MO NE ND SD

全産業 142,698 6,351 2,637 3,762 4,723 2,412 1,360 1,249 2,620 2,397 846 311 380

農林水産 
1,601 69 41 35 32 47 89 49 68 38 59 31 37

構成比 1.1% 1.1% 1.6% 0.9% 0.7% 1.9% 6.5% 3.9% 2.6% 1.6% 7.0% 10.1% 9.8%

製造
16,476 740 701 601 801 450 245 175 330 298 94 29 35

構成比 11.5% 11.7% 26.6% 16.0% 17.0% 18.6% 18.0% 14.0% 12.6% 12.4% 11.1% 9.2% 9.1%

出典 : 商務省 「Bureau of Economic Analysis」

表8: 各州別の製造業の全米シェア 名目GDP、08年、単位 :億ドル

全米 12州
計

IL IN MI OH WI IA KS MN MO NE ND SD

全製造業
16,476 4,497 740 701 601 801 450 245 175 330 298 94 29 35

全米シェア - 27 .3% 4.5% 4.3% 3.6% 4.9% 2.7% 1.5% 1.1% 2.0% 1.8% 0.6% 0.2% 0.2%

粗鋼
61,525 24,611 3,116 7,934 2,703 6,726 1,525 940 138 491 792 193 3 50

全米シェア - 40 .0% 5.1% 12.9% 4.4% 10.9% 2.5% 1.5% 0.2% 0.8% 1.3% 0.3% 0.0% 0.1%

機械
125,332 51,955 14,154 5,170 5,448 6,947 6,181 5,085 1,158 3,306 2,001 1,011 958 536

全米シェア - 41 .5% 11.3% 4.1% 4.3% 5.5% 4.9% 4.1% 0.9% 2.6% 1.6% 0.8% 0.8% 0.4%

電気機器
50,639 24,023 3,243 1,153 1,443 4,011 2,992 930 372 1,261 1,544 259 9 66

全米シェア - 47 .4% 6.4% 2.3% 2.8% 7.9% 5.9% 1.8% 0.7% 2.5% 3.0% 0.5% 0.0% 0.1%

自動車関連
81,071 48,932 1,865 9,777 20,509 9,672 1,878 850 706 413 2,622 337 120 183

全米シェア - 60 .4% 2.3% 12.1% 25.3% 11.9% 2.3% 1.0% 0.9% 0.5% 3.2% 0.4% 0.1% 0.2%

出典 : 商務省 「Bureau of Economic Analysis」

穀物生産
中西部12州は、米国を代表する穀倉地帯であり、トウモロコシ、大豆では全米生産の約8割以上のシェアを占める。

表9: トウモロコシ生産量 10年・単位 :百万ブッシェル

　 全米 12州計 IL IN MI OH WI IA KS MN MO NE ND* SD*

12,540 10,982 1,972 918 335 541 478 2,188 581 1,260 387 1,477 249 595

全米シェア - 87 .6% 15.7% 7.3% 2.7% 4.3% 3.8% 17.4% 4.6% 10.0% 3.1% 11.8% 2.0% 4.7%

順位 - - 2 5 11 8 9 1 7 4 10 3 13 6

出典 : 農務省 ｢Crop Production｣ 2010年11月推計

表10: 大豆生産量 10年・単位 :百万ブッシェル

　 全米 12州計 IL IN MI OH WI IA KS MN MO NE ND SD

3,375 2,891 471 267 94 225 82 512 136 322 210 270 146 158 

全米シェア - 85 .7% 13.9% 7.9% 2.8% 6.7% 2.4% 15.2% 4.0% 9.5% 6.2% 8.0% 4.3% 4.7%

順位 - - 2 5 12 6 13 1 10 3 7 4 9 8

出典 : 農務省 ｢Crop Production｣ 2010年11月推計
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日系企業の進出状況
中西部12州には、製造業を中心に約2千の日系事業所が進出しており、約18万人の雇用を生み出している。中西部

の日系企業は，事業所数で65％、従業員数で90％と製造業が中心となっており、特に自動車・同部品は事業所数で

23％、従業員数で56％を占めている。

表11:日系事業所数 単位 : 事業所

　 12州計 IL IN MI OH WI IA KS MN MO NE ND SD

1998 - 830 218 421 370 44 - - 77 - - - -

2003 - 721 244 456 398 47 - - 61 - - - -

2008 2,088 646 220 491 395 55 47 31 73 80 39 4 7

2009 2,031 609 216 484 388 53 46 34 71 79 37 5 9

出典 : シカゴ総領事館、デトロイト総領事館調べ

表12:事業所数の産業セクター別シェア（2009年） 

出典 : シカゴ総領事館、デトロイト総領事館調べ

表13:日系事業所従業員数 単位 : 人

　 計 IL IN MI OH WI IA KS MN MO NE ND SD

2003 - 38 ,300 39,630 36,075 66,270 1,920 - - 2 ,850 - - - -

2008 203,500 36,740 42,730 36,948 64,382 2,450 4,650 1,070 4,540 5,670 3,940 240 240

2009 181,870 34,860 38,460 32,109 56,041 2,210 4,550 1,050 4,470 4,840 2,850 210 220

出典 : シカゴ総領事館、デトロイト総領事館調べ

表14:従業員数の産業セクター別シェア（2009年）

出典 : シカゴ総領事館、デトロイト総領事館調べ
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その他機械 6%

化学 10%

薬品 1%

その他 6%

製造業 
65%

全産業 製造業

運輸/倉庫業 2%

農林水産業 1%
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精密機械 1%

食品 2%
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その他 1%

鉱業 0%

電気/電子 6%

工作機械 1%
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全産業 製造業

製造業 
90%

自動車/
同部品
56%

中
西
部
の
社
会
・
経
済
指
標

53Japanese Chamber of Commerce and Industry of Chicago



各州対日輸出額
2009年は景気後退の影響から大きく落ち込んだ。2010年は全ての州で対前年増となり、12州全体の輸出額では概ね

2008年の水準まで回復している。日本は引き続き各州の主要な輸出相手先に留まっている。

表15:各州対日輸出額 単位 :百万ドル

全米 IL IN MI OH WI IA KS MN MO NE ND SD 12州計

2008
65,142 2,365 864 1,438 1,512 724 824 853 936 696 398 22 23 10,655

日本の順位 4 5 7 5 5 5 3 3 3 5 3 17 8 -

2009
51,134 1,779 824 1,239 1,066 685 822 624 851 531 416 21 24 8,882

日本の順位 4 6 7 5 7 4 3 3 3 4 3 13 7 -

2010
60,545 1,864 1,198 1,243 1,343 731 854 585 1,133 596 437 30 52 10,066

日本の順位 4 7 6 5 6 5 3 3 3 5 3 11 4 -

出典 : 商務省　The Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services, International Trade Administration

イリノイ州

連邦上院議員（定員2名 : 民主1・共和1）
氏名 政党 就任 次期選挙
Richard Durbin 民主 1997 2014

Mark Kirk 共和 2010 2016

連邦下院議員（定員19名 : 民主8・共和11）
選挙区 氏名 政党 就任
1. Bobby L. Rush 民主 1993

2. Jesse L. Jackson, Jr. 民主 1995

3. Daniel Lipinski 民主 2005

4. Luis Gutierrez 民主 1993

5. Mike Quigley 民主 2009

6. Peter J. Roskam 共和 2007

7. Danny K. Davis 民主 1997

8. Joe Walsh 共和 2011

9. Jan Schakowsky 民主 1999

10. Robert Dold 共和 2011

11. Adam Kinzinger 共和 2011

12. Jerry Costello 民主 1988

13. Judy Biggert 共和 1999

14. Randy Hultgren 共和 2011

15. Timothy V. Johnson 共和 2001

16. Donald Manzullo 共和 1993

17. Robert Schilling 共和 2011

18. Aaron Schock 共和 2009

19. John Shimkus 共和 2003

州知事
氏名 政党 就任 次期選挙
Pat Quinn 民主 2009 2014

主要都市市長
氏名 政党 就任 次期選挙
シカゴ : Rahm Emanuel 民主 2011 2015

スプリングフィールド: Michael Houston 共和 2011 2015

 11年5月23日現在

アイオワ州

連邦上院議員（定員2名 : 民主1・共和1）
氏名 政党 就任 次期選挙
Chuck Grassley 共和 1981 2016

Tom Harkin 民主 1985 2014

連邦下院議員（定員5名 : 民主3・共和2）
選挙区 氏名 政党 就任
1. Bruce Braley 民主 2007

2. David Loebsack 民主 2007

3. Leonard Boswell 民主 1997

4. Tom Latham 共和 1995

5. Steve King 共和 2003

州知事
氏名 政党 就任 次期選挙
Terry Branstad 共和 2011 2014

主要都市市長
氏名 政党 就任 次期選挙
デモイン : Frank Cownie 民主 2004 2011

シェダー・ラピッズ : Ron Corbett 共和 2010 2013

カンザス州

連邦上院議員（定員2名 : 民主0・共和2）
氏名 政党 就任 次期選挙
Pat Roberts 共和 1997 2014

Jerry Moran 共和 2011 2016

連邦下院議員（定員4名 : 民主0・共和4）
選挙区 氏名 政党 就任
1. Tim Huelskamp 共和 2011

2. Lynn Jenkins 共和 2009

3. Kevin Yoder 共和 2011

4. Mike Pompeo 共和 2011

州知事
氏名 政党 就任 次期選挙
Sam Brownback 共和 2011 2014

主要都市市長
氏名 政党 就任 次期選挙
ウィチタ : Carl Brewer 民主 2007 2011

オーバーランドパーク : Carl Gerlach 共和 2005 2013

中西部主要政治家リスト  執筆者 :  福永　護   在シカゴ日本国総領事館
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インディアナ州

連邦上院議員（定員2名 : 民主0・共和2）
氏名 政党 就任 次期選挙
Richard Lugar 共和 1977 2012

Daniel Coats 共和 2011 2016

連邦下院議員（定員9名 : 民主3・共和6）
選挙区 氏名 政党 就任
1. Peter J. Visclosky 民主 1985

2. Joe Donnelly 民主 2007

3. Marlin Stutzman 共和 2010

4. Todd Rokita 共和 2011

5. Dan Burton 共和 1983

6. Mike Pence 共和 2001

7. Andre Carson 民主 2008

8. Larry Bucshon 共和 2011

9. Todd Young 共和 2011

州知事
氏名 政党 就任 次期選挙
Mitch Daniels 共和 2005 2012

主要都市市長
氏名 政党 就任 次期選挙
インディアナポリス: Gregory A. Ballard 共和 2008 2011

フォート・ウェイン : Tom Henry 民主 2008 2011

ミネソタ州

連邦上院議員（定員2名 : 民主2・共和0）
氏名 政党 就任 次期選挙
Amy Klobuchar 民主 2007 2012

Al Franken 民主 2009 2014

連邦下院議員（定員8名 : 民主4・共和4）
選挙区 氏名 政党 就任
1. Tim Walz 民主 2007

2. John Kline 共和 2003

3. Erik Paulsen 共和 2009

4. Betty McCollum 民主 2001

5. Keith Ellison 民主 2007

6. Michele Bachmann 共和 2007

7. Collin Peterson 民主 1991

8. Chip Cravaack 共和 2011

州知事
氏名 政党 就任 次期選挙
Mark Dayton 民主 2011 2014

主要都市市長

氏名 政党 就任 次期選挙
ミネアポリス : R. T. Rybak 民主 2002 2013

セントポール : Chris Coleman 民主 2006 2013

ミズーリ州

連邦上院議員（定員2名 : 民主1・共和1）
氏名 政党 就任 次期選挙
Claire McCaskill 民主 2007 2012

Roy Blunt 共和 2011 2016

連邦下院議員（定員9名 : 民主3・共和6）
選挙区 氏名 政党 就任
1. William Lacy Clay, Jr. 民主 2001

2. Todd Akin 共和 2001

3. Russ Carnahan 民主 2005

4. Vicky Hartzler 共和 2011

5. Emanuel Cleaver 民主 2005

6. Sam Graves 共和 2001

7. Billy Long 共和 2011

8. Jo Ann Emerson 共和 1996

9. Blaine Luetkemeyer 共和 2009

州知事
氏名 政党 就任 次期選挙
Jay Nixon 民主 2009 2012

主要都市市長
氏名 政党 就任 次期選挙
カンザスシティー : Sly James 無所属 2011 2015

セントルイス : Francis G. Slay 民主 2001 2013

ネブラスカ州

連邦上院議員（定員2名 : 民主1・共和1）
氏名 政党 就任 次期選挙
Ben Nelson 民主 2001 2012

Mike Johanns 共和 2009 2014

連邦下院議員（定員3名 : 民主0・共和3）
選挙区 氏名 政党 就任
1. Jeff Fortenberry 共和 2005

2. Lee Terry 共和 1999

3. Adrian Smith 共和 2007

州知事
氏名 政党 就任 次期選挙
Dave Heineman 共和 2005 2014

主要都市市長
氏名 政党 就任 次期選挙
オマハ : Jim Suttle 民主 2009 2013

リンカーン : Chris Beutler 民主 2007 2011

ノースダコタ州

連邦上院議員（定員2名 : 民主1・共和1）
氏名 政党 就任 次期選挙
Kent Conrad 民主 1992 2012

John Hoeven 共和 2011 2016

連邦下院議員（定員1名 : 民主1・共和0）
選挙区 氏名 政党 就任
1. Rick Berg 民主 2011

州知事
氏名 政党 就任 次期選挙
Jack Dalrymple 共和 2010 2012

主要都市市長
氏名 政党 就任 次期選挙
ファーゴ : Dennis Walaker 民主 2006 2014

ビスマルク : John Warford 共和 2002 2014
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サウスダコタ州

連邦上院議員（定員2名 : 民主1・共和1）
氏名 政党 就任 次期選挙
Tim Johnson 民主 1997 2014

John Thune 共和 2005 2016

連邦下院議員（定員1名 : 民主0・共和1）
選挙区 氏名 政党 就任
1. Kristi Noem 共和 2011

州知事
氏名 政党 就任 次期選挙
Dennis Daugaard 共和 2011 2014

主要都市市長
氏名 政党 就任 次期選挙
スーフォールズ : Mike Huether 共和 2010 2014

ラピッドシティー : Alan Hanks 共和 2007 2011

オハイオ州

連邦上院議員（定員2名 : 民主1・共和1）
氏名 政党 就任 次期選挙
Sherrod Brown 民主 2007 2012

Rob Portman 共和 2011 2016

連邦下院議員（定員18名 : 民主5・共和13）
選挙区 氏名 政党 就任
1. Steven Chabot 共和 2011

2. Jean Schmidt 共和 2005

3. Michael Turner 共和 2003

4. Jim Jordan 共和 2007

5. Bob Latta 共和 2007

6. Bill Johnson 共和 2011

7. Steve Austria 共和 2009

8. John A. Boehner 共和 1991

9. Marcy Kaptur 民主 1983

10. Dennis J. Kucinich 民主 1997

11. Marcia Fudge 民主 2008

12. Patrick J. Tiberi 共和 2001

13. Betty Sutton 民主 2007

14. Steven C. LaTourette 共和 1995

15. Steve Stivers 共和 2011

16. Jim Renacci 共和 2011

17. Timothy Ryan 民主 2003

18. Bob Gibbs 共和 2011

州知事
氏名 政党 就任 次期選挙
John Kasich 共和 2011 2014

主要都市市長
氏名 政党 就任 次期選挙
クリーブランド : Frank Jackson 民主 2006 2013

コロンバス : Michael B. Coleman 民主 2000 2011

シンシナティ : Mark L. Mallory 民主 2005 2013

ウィスコンシン州

連邦上院議員（定員2名 : 民主1・共和1）
氏名 政党 就任 次期選挙
Herb Kohl 民主 1989 2012

Ron Johnson 共和 2011 2016

連邦下院議員（定員8名 : 民主3・共和5）
選挙区 氏名 政党 就任
1. Paul Ryan 共和 1999

2. Tammy Baldwin 民主 1999

3. Ron Kind 民主 1997

4. Gwen Moore 民主 2005

5. James Sensenbrenner 共和 1979

6. Thomas Petri 共和 1979

7. Sean P. Duffy 共和 2011

8. Reid Ribble 共和 2011

州知事
氏名 政党 就任 次期選挙
Scott Walker 共和 2011 2014

主要都市市長
氏名 政党 就任 次期選挙
ミルウォーキー : Tom Barrett 民主 2004 2012

マディソン : Paul Soglin 民主 2011 2015

ミシガン州

連邦上院議員（定員2名 : 民主2・共和0）
氏名 政党 就任 次期選挙
Carl Levin 民主 1979 2014

Debbie Stabenow 民主 2001 2012

連邦下院議員（定員15名 : 民主6・共和9）
選挙区 氏名 政党 就任
1. Dan Benishek 共和 2011

2. Bill Huizenga 共和 2011

3. Justin Amash 共和 2011

4. Dave Camp 共和 1991

5. Dale E. Kildee 民主 1977

6. Fred S. Upton 共和 1987

7. Timothy Walberg 共和 2011

8. Mike Rogers 共和 2001

9. Gary Peters 民主 2009

10. Candice Miller 共和 2003

11. Thaddeus McCotter 共和 2003

12. Sander M. Levin 民主 1983

13. Hansen Clarke 民主 2011

14. John Conyers, Jr. 民主 1965

15. John D. Dingell 民主 1955

州知事
氏名 政党 就任 次期選挙
Rick Snyder 共和 2011 2014

主要都市市長
氏名 政党 就任 次期選挙
デトロイト：Dave Bing 民主 2009 2013
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